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平素より、佐賀県健康づくり財団 佐賀県健診・検査センターの業務にご協力及びご高配を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

今回は、「検体の保存期間と追加検査」についてご案内いたします。 

なお、財団ホームページ（検査ニュース）にも掲載していますので、ご参照ください。 

 

 

 

                            

 

≪検体の保存期間≫ 

医療機関からお預かりした『検体』は再検査や追加検査に対応するため、検査後以下の期間保管しています。 

 

 

 

 

 

 

 

≪追加検査の依頼方法≫ 

 

追加検査のご依頼につきましては、「電話」または「FAX」に

て可能です。必要に応じて追加検査の実施をご検討ください。 

 

ＦＡＸで追加検査を申し込まれる際は、『追加検査申し込み

票』を準備しております。 

ご入用の際は医療機関名を印字した用紙をお届けいたしま

すので、電話でご注文いただくか、『容器・依頼書注文票』にて

ご注文ください。 

お問合せ先 ： 臨床検査渉外課（TEL0952－37－３３０２） 

 

なお、変性・保存条件等により追加検査依頼（CH50、

PTH-INTACT、TRACP-5ｂ等）に応じられない場合がござ

いますので、あらかじめご了承ください。 

※検査案内 P13 参照 

佐賀県健康づくり財団 

佐賀県健診・検査センター 

■■検体の保存期間と追加検査について■■ 

中止■■     

佐賀県健康づくり財団　佐賀県健診・検査センター行

ＴＥＬ　０９５２－３７－３３０２ ＦＡＸ　０９５２－３７－３０６２

※佐賀県健康づくり財団では、血液検体の保存を検査依頼日より、１４日間保存しております。

　追加検査項目などがございましたら、この依頼票にてご依頼(FAX)下さい。

　尚、ご要望に添えない場合もありますので、ご不明な点等がございましたら、上記までお問合せ下さい。

(ＴＥＬ)

※総合報告書内にある受付番号

追加検査患者氏名

報 告 取 扱 い

※「通常集配」にて報告書を届けます。 ※「当日中」にFAX報告します。 ※「当日中」にTEL報告します。

（〇でお囲みください）

月 日

申 込 日 月 日 時 分

申 込 医 療 機 関
【9999】 医療機関名

申 込 担 当 者

検 査 依 頼 日 月 日 受付番号

追 加 検 査 項 目名

通　　常 当日ＦＡＸ 当日ＴＥＬ

備　　　　　　考

依頼書№ ｽﾋﾟｯﾂ№ ｱﾝﾁ№ 追加処理日 処理者

佐賀県健康づくり財団　佐賀県健診・検査センター

TEL  0952-37-3302

セ ン タ ー 処 理 欄

追加検査申し込み票
送
信
方
向 代用FAX機

0952-37-3061

検体の種類 保管期間

血清・末梢血液・尿・便 2週間

細菌検査　 一週間（検査完了まで）

婦人科細胞診（LBC法）検体　 6週間

その他細胞診検体 受付翌日

病理組織（ホルマリン固定後の残余臓器） １年間

佐賀県医師会会員医療機関の先生方の身近な検査室として診療を支援いたします。  

ぜひ、検体検査は当財団検査センターのご利用をお願いいたします。  


